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1. 処遇Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの一本化

処遇Ⅱ

処遇Ⅲ

処遇Ⅰ(賃金改善要件分)

処遇Ⅰ(基礎分・キャリアパス要件分)

区分３（質の向上分）

区分１（基礎分）

区分２（賃金改善分）

令和６年度まで： 令和７年度から：
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区分１・区分２：
処遇Ⅰと同様に平均経験年数により加算率を決定（加算率a・b）
処遇Ⅲ相当額については従来の計算方法を率に換算（加算率c）

区分３：
従来通り平均児童数と加算取得状況により算定人数を計算。
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①

②

①：固有番号を入力すると、区分２の見
込額が表示されます。
区分３の見込額は、固有番号のみを入力
した時点では正しい金額が表示されませ
ん。区分３申請書の入力後に確認してく
ださい。

2. 誓約書≪R7処遇申請書≫

②：園独自の賞与額を入力してください。
園独自の賞与額がない場合には、「な
し」と記入してください。



3．区分２・区分３の賃金改善方法

令和６年度まで：

・Ⅰは基本給、手当、賞与または一時金等により改善

・Ⅱは基本給・決まって毎月支払われる手当により改善

・Ⅲは2/3以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善

令和７年度から：
区分２は基本給、手当、賞与または一時金等により改善
区分３は基本給・決まって毎月支払われる手当により改善
区分２と区分３の合計金額の1/2以上は基本給・決まって毎月支払われる手当により改善

※区分３は賞与や一時金による改善は不可。
※区分２は園が定めた給与規定に基づき給与が支払われている施設長であれば、法人役員を兼務し
ていても賃金改善の対象。
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４．区分３加算額の算定方法（R6処遇Ⅱ対象園は経過措置あり）

令和６年度までの申請要件（処遇Ⅱ）：

・月額４万円の賃金改善をする副主任保育士を一人以上確保。

・基礎人数から算定される人数Aと人数Bの金額を配分しきれる研修修了者数の在籍。

令和７年度から：
・基礎人数から算定される人数A・Bと園に勤務する研修修了者数を比較し、少ない方で認定。
・人数Aの研修修了者には園長、副園長、主任保育士も含めることが可能。
※研修修了者数は令和７年４月１日時点で園に在籍する人数。
※令和６年度の処遇Ⅱ対象園については、令和７年度に限り研修修了見込者も人数Aに含める
ことが可能。

変更がない点：
・基礎人数は、園の平均児童数と４月時点の園の加算取得状況から算定される。
・人数Aの単価は４万円、人数Bの単価は５千円（法定福利費除く）

6



7

５．キャリアアップ研修について

「令和７年度以降の処遇改善等加算について」(こども家庭庁)58頁より抜粋
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①：園の区分３算定人数が自動表示されます。

②：〇×を選択してください。

（区分３を申請しない場合には、「令和７
年度に区分３を申請しますか」に必ず「×」
を入力してください。）

③：令和７年４月１日時点で園に在籍してい
る研修修了者数を入力してください。

（令和６年度の処遇Ⅱ対象園に限り、人数A
に研修修了見込者も含めることが可能で
す。）

①の算定人数を超える認定はできません。

④：研修修了者数と内訳の人数が一致してい
ることを確認してください。

①

③

④

②

６. 区分３申請書≪R7処遇申請書≫
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⑤：令和７年４月１日時点の研修修了
者のみ記載してください。

⑦：千葉市に未提出の修了証がある場
合は申請時にデータで提出してくださ
い。

⑥：令和７年度の研修修了数は、

人数A：３分野/４５時間以上

人数B：１分野/１５時間以上です。

⑧：研修修了証と氏が異なる場合は修
了証の氏も記載してください。

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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令和７年４月１日時点の研修修
了者数がAの算定人数に届かな
い場合で、令和７年４月１日時
点で人数Aとしての研修修了見
込者がいる場合に入力してくだ
さい。

※研修修了者数に修了見込者を
含められるのは、令和６処遇Ⅱ
対象園のみです。令和７年度の
新規園や、令和６年度に処遇Ⅱ
を申請していなかった園は対象
外です。

７. 区分３研修修了見込者申請書≪R7処遇申請書≫



８．区分３の配分方法

令和６年度まで：

・研修修了日の翌月から賃金改善対象者に。

令和７年度から：
・月額４万円の賃金改善をする副主任保育士の確保を廃止。
・副主任保育士等や職務分野別リーダー等として任命を受けている者であって、加算当年度中に研修
修了見込の者にも配分することが可能に。

変更がない点：
・副主任保育士等の賃金改善上限額は４万円。
・職務分野別リーダー等の賃金改善額は、副主任保育士等の改善額のうち最も低い額を上回らない範
囲において、月額５千円～４万円未満。

・副主任保育士等の賃金改善をすることで、園長以外の管理職（主任保育士や副園長等）の賃金を上
回る場合など、賃金バランスを踏まえて調整が必要な場合は、園長以外の管理職に対して区分３を
配分することも可能。（園長への配分は不可）
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令和７年度新規園は必ずキャリアパス
要件届出書を提出してください。

既存園に関しては変更がある場合のみ
提出をお願いします。

９．キャリアパス要件届出書



１０．令和７年度処遇改善等加算申請について

令和７年度処遇改善等加算申請書を９月下旬頃にメールで送付予定です。

申請書類や提出物の詳細は申請書依頼メールでお知らせします。

期限内の書類提出にご協力をお願いします。

処遇改善等加算についてのご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。

千葉市役所 幼保運営課 助成第二班 池野

メール：unei-josei@city.chiba.lg.jp

電 話： 043-245-5735

（可能な限りメールでお問い合わせください。）
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「令和７年度以降の処遇改善等加算について」(こども家庭庁)14頁より抜粋
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